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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第165期

第１四半期
連結累計期間

第166期
第１四半期
連結累計期間

第165期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 19,148 20,490 81,842

経常利益 (百万円) 724 1,650 2,509

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 427 1,041 1,971

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 558 1,147 292

純資産額 (百万円) 51,237 51,578 50,712

総資産額 (百万円) 101,312 102,113 104,935

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 6.32 15.38 29.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 47.9 47.8 45.8
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はない。

　また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はない。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間の売上高は、原料費調整によるガス販売単価の上昇や卸供給等の販売量の増加等によ

り、前年同四半期に比べ7.0％増加の20,490百万円となった。

利益については、売上高の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ145.6％増加の1,511百万円、これに営

業外損益を加えた経常利益は127.7％増加の1,650百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は143.8％増加の

1,041百万円となった。

 
セグメントの経営成績は、次のとおりである。

① ガス事業

当第１四半期連結累計期間の都市ガス販売量は、卸供給先の既存需要家への販売量の増加等により、前年同四

半期に比べ1.8％増加の140百万ｍ
3
となった。

売上高は、原料費調整によるガス販売単価の上昇や販売量の増加等により、前年同四半期に比べ10.1％増加の

16,260百万円、セグメント利益(営業利益)は180.7％増加の1,044百万円となった。

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動があ

り、冬期に多くの売上が計上される。

 
② ＬＰＧ事業

売上高は、販売単価の上昇により、前年同四半期に比べ0.3％増加の4,112百万円、セグメント利益(営業利益)

は60.7％増加の453百万円となった。

 
③ その他

その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者サービス事

業等を含んでいる。

売上高は、建設工事の減少等により、前年同四半期に比べ19.9％減少の542百万円、セグメント損失(営業損失)

は79百万円となった。

 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,822百万円

減少の102,113百万円となった。

負債は、仕入債務の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,688百万円減少の50,534百万円となった。

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ865百万円増加の51,578百万円となった。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、47.8％となった。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、会社の経営方針及び経営戦略について重要な変更はない。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はない。
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なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等は次

のとおりである。

　

　(株式会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の内容の概要

当社は、株主に関する基本的あり方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであり、当

社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じるか否かの決定は、原則

として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えている。

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会的責

任を有しており、お客さまによる当社製品及びサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対する信頼が

不可欠となる。また、当社事業の公共性等を考慮すると、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益

を追い求めるような経営は許されないと考える。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事

業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮

がない限り、当社の企業価値は損なわれることになる。

株式の大規模買付行為の中には、その目的等からして企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまに対して当該買付行

為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも想定される。

当社は、このように当社株式の大規模買付行為を行う者が明らかに当社の株主全体の利益に反し、又は都市

ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合には、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適切でないと判断し、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保する必要があると考える。

 
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、2018年10月に「広島ガスグループ2030年ビジョン」を策定し、当社グループの将来に向け

た方向性と、そこに至る道筋を示した。

2019年度中期経営計画では、エネルギー市場自由化等の環境変化を好機と捉え、エネルギー基本計画を踏ま

えたグループ戦略を推進するとともに、当社グループ経営に共感していただける感動を追求・発信すること

で、地域社会と共に発展する企業グループを目指していく。

本中期経営計画を着実に推進することにより、厳しい経営環境下においても利益を確保できる経営基盤を確

立し、企業価値の更なる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を行っていく。

 
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断

するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討

のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な

措置を講じていく。

 
④ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記②及び③の取組みは、上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に合致するものであり、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えている。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は46百万円である。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,998,590 67,998,590
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 67,998,590 67,998,590 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はない。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はない。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年６月30日 ― 67,998,590 ― 5,181 ― 871

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないので、直前の基準日である2019年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

　2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 1,400
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 67,970,900 679,709 ―

単元未満株式 普通株式 26,290 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  67,998,590 ― ―

総株主の議決権 ― 679,709 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式１株が含まれている。

 

② 【自己株式等】

　2019年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
広島ガス株式会社

広島市南区皆実町
二丁目７番１号

1,400 ― 1,400 0.00

計 ― 1,400 ― 1,400 0.00

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠して作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。

 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

 7/18



１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 固定資産   

  有形固定資産   

   製造設備 15,680 15,711

   供給設備 31,994 31,697

   業務設備 4,130 4,007

   その他の設備 7,913 8,043

   建設仮勘定 3,294 2,986

   有形固定資産合計 63,012 62,447

  無形固定資産 988 954

  投資その他の資産   

   投資有価証券 7,835 7,598

   長期貸付金 4 4

   繰延税金資産 1,951 1,780

   その他投資 5,258 5,186

   貸倒引当金 △143 △143

   投資その他の資産合計 14,906 14,426

  固定資産合計 78,907 77,827

 流動資産   

  現金及び預金 10,436 9,738

  受取手形及び売掛金 8,029 6,566

  商品及び製品 863 768

  原材料及び貯蔵品 4,419 4,905

  その他流動資産 2,304 2,325

  貸倒引当金 △25 △19

  流動資産合計 26,028 24,285

 資産合計 104,935 102,113
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 固定負債   

  社債 23,000 23,000

  長期借入金 11,458 11,381

  役員退職慰労引当金 337 306

  ガスホルダー修繕引当金 365 381

  保安対策引当金 600 560

  器具保証引当金 280 275

  退職給付に係る負債 2,082 1,939

  資産除去債務 114 115

  その他固定負債 307 297

  固定負債合計 38,546 38,257

 流動負債   

  1年以内に期限到来の固定負債 1,623 1,610

  支払手形及び買掛金 7,806 5,724

  未払法人税等 330 321

  その他流動負債 5,916 4,620

  流動負債合計 15,676 12,277

 負債合計 54,223 50,534

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,181 5,181

  資本剰余金 1,149 1,149

  利益剰余金 41,529 42,299

  自己株式 △104 △98

  株主資本合計 47,756 48,532

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,700 1,509

  繰延ヘッジ損益 △784 △611

  退職給付に係る調整累計額 △651 △629

  その他の包括利益累計額合計 263 267

 非支配株主持分 2,693 2,778

 純資産合計 50,712 51,578

負債純資産合計 104,935 102,113
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 19,148 20,490

売上原価 12,260 12,743

売上総利益 6,888 7,746

供給販売費及び一般管理費 6,272 6,235

営業利益 615 1,511

営業外収益   

 受取利息 1 0

 受取配当金 94 84

 持分法による投資利益 50 50

 雑収入 90 104

 営業外収益合計 236 240

営業外費用   

 支払利息 54 43

 雑支出 72 57

 営業外費用合計 126 101

経常利益 724 1,650

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 39

 特別損失合計 － 39

税金等調整前四半期純利益 724 1,610

法人税、住民税及び事業税 199 326

法人税等調整額 8 141

法人税等合計 207 467

四半期純利益 516 1,143

非支配株主に帰属する四半期純利益 89 101

親会社株主に帰属する四半期純利益 427 1,041
 

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

10/18



【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 516 1,143

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 9 △190

 繰延ヘッジ損益 2 173

 退職給付に係る調整額 30 21

 その他の包括利益合計 42 4

四半期包括利益 558 1,147

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 469 1,046

 非支配株主に係る四半期包括利益 89 101
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

(税金費用の計算)

一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。
 

 

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い

当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っている。
 

(1) 取引の概要

当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、従業員持株会である

広島ガス自社株投資会(以下「本投資会」という。)への安定的な株式供給及び当社のコーポレート・ガバナン

ス向上を目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」という。)を導入してい

る。

本プランでは、当社が信託銀行に「広島ガス自社株投資会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定

し、従持信託は、設定後３年間にわたり本投資会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入金を原資とし

て、予め取得し、毎月一定日に本投資会に対して当社株式を売却する。信託終了時点で従持信託内に当社株価

の上昇による株式売却益相当額が累積した場合には、受益者適格要件を満たす本投資会会員に分配される。な

お、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により従

持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債

がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することとなる。
 

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株

式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度103百万円、266千株、当第１

四半期連結会計期間97百万円、251千株である。
 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度108百万円、当第１四半期連結会計期間108百万円
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

海田バイオマスパワー㈱ 6,250百万円 6,250百万円

MAPLE LNG TRANSPORT INC. 2,189百万円 2,067百万円

合計 8,439百万円 8,317百万円
 

 

(2) 債務履行引受契約

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

第７回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

5,000百万円 5,000百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)及び

 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動があり、冬

期に多くの売上が計上される。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 1,772百万円 1,771百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月11日
取締役会

普通株式 271 4.00 2018年３月31日 2018年６月６日 利益剰余金
 

(注) 上記配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金１百万円を含んでいる。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月10日
取締役会

普通株式 271 4.00 2019年３月31日 2019年６月５日 利益剰余金
 

(注) 上記配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金１百万円を含んでいる。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 14,513 4,091 18,605 543 19,148 － 19,148

セグメント間の内部売上高
又は振替高

253 9 263 133 396 △396 －

計 14,767 4,101 18,868 677 19,545 △396 19,148

セグメント利益又は損失(△) 372 282 654 △66 587 27 615
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでいる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額27百万円は、連結消去等である。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 16,043 4,101 20,145 344 20,490 － 20,490

セグメント間の内部売上高
又は振替高

216 10 227 197 424 △424 －

計 16,260 4,112 20,372 542 20,915 △424 20,490

セグメント利益又は損失(△) 1,044 453 1,497 △79 1,418 93 1,511
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでいる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額93百万円は、連結消去等である。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりである。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益 6円32銭 15円38銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 427 1,041

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
(百万円)

427 1,041

普通株式の期中平均株式数(株) 67,585,962 67,737,202
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計期間

411,523株、当第１四半期連結累計期間259,926株である。

 

２ 【その他】

2019年５月10日開催の取締役会において、2019年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり

期末配当を行うことを決議し、配当を行っている。

①　配当金の総額 271百万円

②　１株当たりの配当額 4円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年６月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年８月８日

広島ガス株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　江　　友　　樹 印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　　島　　拓　　也 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている広島ガス株式会

社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年６月

30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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